
「令和８年度 関東森林管理局 販売委託業務」企画競争説明書 

 

１ 業務の概要 

国有林野の産物について問屋業者に販売業務を委託する。 

 

２ 企画提案書の作成上の留意事項 

 （１）企画提案書の作成方法 

 下記（２）に掲げる各記載事項について、別添の指定様式に簡潔に記述すること。 

 ただし、参考資料を別途添付することは差し支えない。 

 （２）企画提案書への記載事項 

 Ⅰ 基本事項 

  ・氏名又は名称及び代表者並びに住所又は主たる事務所の所在地 

  ・法人の場合にあっては、定款又は寄付行為及び登記簿 

  ・事業の沿革及び現況 

  ・最近の事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書（過去２年間） 

 Ⅱ 企画の提案 

企画の提案 記載に際しての留意点 様式番号 

１ 取引先 ・販売業務受託の取引相手方（国有林・民有林）を記載する 

こと。 

様式１ 

２ 業務の実施

体制職員数、

担当職員の経

歴等 

・職員総数及び各職員の担当を記載すること。 

・受託材の販売を担当する職員の業務経歴を記載すること。 

 

様式２ 

３ 販売経費 

 ①椪積料 

 ②販売手数料 

・委託販売に係る椪積料及び手数料を記載すること。 

（地点別、材種別等により違いがある場合はその区分ごと） 

様式３ 

４ 自動選別機 ・自動選別機の有無 

・自動選別機の利用が可能な場合は、その利用料等を記載す

ること。 

様式４ 

５ 販売方法 

 ①引渡地点 

 ②高品質材 

・基本となる引渡地点及びそれ以外の可能な引渡地点を記載

すること。（市場土場、山元土場等） 

・高品質材の取り扱いの状況について記載すること。 

様式５ 

    

６ 事務処理 ・事務処理における指定の様式の作成方法及び提出方法等に

ついて記載すること。 

様式６ 

７ 特色 ・取扱う樹材種、径級等 

・集客能力 

・特市等開催状況 

・原木、製品市場併設状況・新たな取組の検討事項等につい 

て記載すること。 

様式７ 

８ 能力・取組 

 ①販売実績 

 ②販売能力 

 ③有利販売 

・営業利益及び対前年度比 

・他の市場と比較し特定の樹材種を有利に販売が可能等 

・新たな販路や顧客確保の状況等について記載すること。 

様式８ 

９ 実績 

  過去２年間の

販売実績 

・販売数量、販売額の実績（総数量及び国有林材） 

・特筆すべき高値販売実績の有無等について記載すること。 

様式９ 

10 信頼性 

ワーク・ライ

フ・バランス

等の推進 

・ワーク・ライフ・バランス等の推進についての取組状況を

記載すること。 

※⼥性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく

認定（えるぼし認定企業、プラチナえるぼし認定企業）、

次世代育成支援対策推進法に基づく認定（くるみん認定企 

様式10 



 業、トライくるみん認定企業、プラチナくるみん認定企業

）及び⻘少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定（

ユースエール認定企業）を受けている者である場合は、基

準適合認定通知書等の写しなど認定状況の分かる資料を添

付すること。 

 

11 その他 ・上記記載項目以外に、特別の長所、利点、その他特筆すべ 

き事項、地域への貢献、過去の表彰等を記載すること。 

様式11 

 （３）企画提案書の無効 

 企画提案書に虚偽の記載があった場合、提出した企画提案書は無効とする。虚偽の記載の発覚

が選定後であっても同様とする。 

また、企画提案書の内容が遵守されていない場合は、選定後であっても選定自体を無効とする。 

 

３ 企画提案書による選定 

提出された企画提案書について、関東森林管理局の「販売委託業務審査委員会」において審査を実施

し、販売業務を委託する問屋業者を選定する。結果については企画提案書を提出した者に対し、書面に

より通知するとともに、森林管理局並びに関係する森林管理署、森林管理署支署及び森林管理事務所

（以下「森林管理署等」という。）において公表する。 

なお、具体の販売業務の委託については、委託する樹材種、数量、当該問屋業者の特色や能力等の因

子を考慮して行う。 

 

４ 企画提案書の提出方法 

（１）提出方法：指定様式により作成し、期限までに電子メールにより提出（必着）すること。な

お、電子メール送信後は、送受信の状況を確認するため、必ず電話により確認する

こと。 

（２）提 出 先：関東森林管理局資源活用課 担当：供給計画係 

郵便番号：３７１－８５０８ 

住  所：群馬県前橋市岩神町４丁目１６－２５ 

電話番号：０２７－２１０－１１８８ 

E - m a i l：ks_kanto_sigen@maff.go.jp  

 提出においては、一式のデータとしての提出とする。データの形式は、企画提案

書の指定様式は Excel ファイル、その他参考資料は PDF とし、データの容量は２０

ＭＢ以下とする。これを超える場合または電子メールでの提出が困難な場合は別途

指示をするので連絡すること。 

（３）提出期限：令和８年３月４日（水）  午後４時００分まで（必着） 

 

５ その他留意事項 

（１）企画提案書の作成及び提出に関する費用は、提出者の負担とする。 

（２）選定されなかった場合にも、企画提案書は返却しない。 

（３）企画提案書の提出後において、原則として企画提案書に記載された内容の変更を認めない。 

（４）本公告に基づき選定された市場であっても、事業実行上の理由により委託されない場合等の異議

は一切申し立てることができない。 

（５）申請は、受託を希望する団体等が行うものとする。ただし、他団体等の原木市場において、委託

販売の実施を希望する団体等は、委託販売を実施する原木市場の内容について記載する。 

（６）具体の国有林野の産物販売委託契約においては産物販売委託契約約款（別添１）により、国有林

野の土場活用委託販売契約においては土場活用委託販売契約約款（別添２）により、森林管理署等

と契約を締結する。 

 

 



 
産物販売委託契約約款 

 
（信義誠実の義務） 
第１条 委託人（以下「甲」という。）と受託人（以下「乙」という。）は、信義に従 

い誠実に契約を履行しなければならない。 
 
（乙の仕事の内容） 
第２条 乙は、甲又は甲の指定する職員（以下「指定職員」という。）の指示に基づき、 

 委託物品を乙の経営する市場（以下「市場」という。）において、せり売り又は入札 

売り（以下「市売り」という。）により販売し、かつ、その代金を甲の指示に従って 

国に納付するものとする。 

２ 乙は、前項の業務を実施するに当たっては、公正にして誠実に行い、甲の不利益と 

 ならないように努めなければならない。  
３ 乙は、交付を受けた委託物品について、販売委託契約書に定める販売委託期間内に 

 販売を完了するように努めなければならない。 
４ 乙は、この契約に定める販売内容が、当該市場における通常の販売内容と異なると 

 きは、あらかじめ市売りに参加しようとする者にその旨を明らかにしておかなければ 

 ならない。 
 
（代理人の通知） 
第３条 乙は、新たに代理人を選任したときは、遅滞なくその旨及び代理権の内容を甲 

 に書面をもって届け出なければならない。代理人の変更若しくは消滅があったときも 

 同様とする。 
２ 乙は、前項の届出を怠ったため甲に損害を与えたときは、その損害について責任を 

 負わなければならない。 
３ 乙又はその代理人は、この契約の円滑な遂行を図るため常に甲及び指定職員と連絡 

 を密にしなければならない。 
 
（権利義務の譲渡） 
第４条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ 

 てはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 
 
（委託物品の交付） 
第５条 甲は、当該委託物品の交付の日時、その他交付に関し必要な事項を乙と協議し 

て定めるものとする。また、交付するときは、乙の立会いを求めて委託物品の交付を

行うものとする。 

２ 甲は、委託物品を乙に交付しようとするときは、産物交付通知書（様式１）を送付 

 して行うものとする。 
３ 乙は、甲から委託物品の交付を受けたときは、遅滞なく産物受領書（様式２）を提 

 出しなければならない。 
 
（委託物品の変更等） 
第６条 委託物品の種類又は数量について、契約の際の予定数量と確定した交付数量に 
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 差異があっても、乙は異議を申し立てないものとする。 

 
（保管の責任） 
第７条 乙は、委託物品の交付を受けてから販売を完了するまでの間は、当該物品の 

保管に関する一切の責任を負わなければならない。 
２ 乙は、保管中の委託物品について亡失若しくはき損等の事故が発生したとき又はそ 

 のおそれがあるときは、最善の措置を講ずるとともに、遅滞なく甲に届け出てその指 

 示を求めなければならない。 
３ 乙は、委託物品の亡失又はき損等により甲に損害を与えたときは、委託物品の保管 

 に関して善良な管理者の注意を怠らなかったことを証明しない限り、その損害額を賠 

 償しなければならない。 
４  前項の損害額は、甲において査定のうえ決定するものとする。 
 
（委託物品の輸送及び椪積等） 
第８条 乙は、甲から委託物品の交付を受けたときは、すみやかに当該物品を市場まで 

 輸送して、販売に必要な仕訳、椪積を行うものとする。 
２ 乙は、委託物品の仕訳、椪積を行うに当たっては、他の物品と混同しないようにし 
 なければならない。 
３  乙は、甲が委託物品の販売に必要な椪積方法について指示したときは、これに従わ 

 なければならない。 
 
（販売実施計画書の提出） 
第９条 販売実施計画書については、原則提出の必要はない。 

ただし、乙は、甲の指示があった時は、当該物品を販売しようとする日の３日前まで

に（特別の事情がある場合は、甲の指定する日までに）販売実施計画書（様式３）を

甲に提出しなければならない。 

 
（最低販売価格） 
第 10 条 乙は、委託物品を市売りに付するときは、甲の指定する消費税抜きの最低販売 

価格以上で販売しなければならない。 

２ 甲は、乙に対し最低販売価格調書を送付することにより、前項の最低販売価格を指 

 定するものとし、乙は、甲から送付されてきた最低販売価格調書を販売直前に開封し 

 なければならない。 
３ 乙は、甲から指定された最低販売価格を他に漏洩してはならない。 
４ 乙は、甲の了解があるまでの間は、市売りの入札書を保管しなければならない。 
 
（所有権の移転） 
第 11 条 委託物品の所有権は、市売りにおける競落の決定のときに競落した落札者（以 

 下「買受人」という。）へ移転するものとする。 
２ 乙は、前項の所有権の移転の時期を市売りに参加しようとする者にあらかじめ周知 

 させなければならない。 
 
（販売結果報告書の提出） 
第 12 条 乙は、委託物品の販売が完了したときは、販売した日から７日以内に販売結果 



 報告書（様式４）を甲に提出し なければならない。 

２ 販売結果報告書には、販売を行った日時、場所、委託物品の椪毎の販売代金、販売 

 の状況及び結果を記載しなければならない。 

 
（販売委託事務に要する経費負担） 
第 13 条 甲は、乙に対し①販売手数料 ②輸送費 ③椪積料及び④①から③にかかる 

消費税（以下①～④を「手数料等」という。）を負担するものとし、その他の経費は 

乙の負担とする。 
２ 乙は、この契約に係わる業務を処理するにあたり、自己に過失なくして損害があっ 

 たときであっても、甲にその損害額を請求することはできないものとする。 
 
（手数料等の支払い） 
第14条 委託物品の消費税込みの販売代金と手数料等とは、これを相殺するものとする。 

２ 乙は、第 12 条に規定する販売結果報告書の提出に併せて、手数料等の請求書を提出 

 するものとする。 
 
（販売代金の納付） 
第 15 条 乙は、消費税込みの販売代金から手数料等の額を控除した金額（以下本条第 

２項から第 17 条までにおいて単に「販売代金」という。）について、甲の発行する納 

入告知書により納付期限までに納付しなければならない。 
２ 販売代金の納付期限は、委託物品の販売が行われた日から起算して３０日以内で甲 

 が定める日とする。 
３ 乙は、前項の納付期限までに納付しないときは、納付期限満了の日の翌日から納付 

 の日までの日数につき、販売代金に対して年１４．６％の割合で計算した延滞違約金 

 を国に納付しなければならない。 
 
（担保の提供） 
第 16 条 乙は、委託物品の市売りが行われた日から起算して１５日以内で、かつ、乙が 

 買受人に委託物品を引き渡す以前に、販売代金に相当する金額及び担保権の行使に必 

 要な費用の額の合計額以上で甲が別途指定する金額（以下「指定金額」という。）に 

相当する担保を提供しなければならない。 
   ただし、当該担保の提供期限までに第15条の規定により販売代金を納付した場合は、 

 この限りない。 
２ 乙は、前項の担保を、市売日前に最低販売価格総額を勘案して、あらかじめ概算で 

 提供することができる。委託物品の市売りの結果、概算で提供した担保の額が指定金 

 額に満たない時は、当該不足額の担保を前項に規定するところにより提供しなければ 

 ならない。 
３ 担保の種類は、次のとおりとする。 
  (1) 国債 
  (2) 地方債 
  (3) 金融債（長期信用銀行法（昭和 27 年法律第 187 号)に規定する銀行、農林中央金 

庫又は商工組合中央金庫の発行する債券） 
 (4) 手形交換所加入銀行、農林水産大臣が確実と認める銀行若しくは信用金庫（農林 

  大臣が確実と認める信用金庫の指定について（昭和 36 年７月 27 日付け 36 林野経第 



2372 号）により指定された銀行若しくは信用金庫をいう。）、農林中央金庫、商工 

組合中央金庫又は都道府県信用農業協同組合連合会(以下「金融機関」と総称する。） 

の支払保証に係る手形 
 (5) 金融機関に対する定期預金債券 
４ 乙は、指定金額に相当する担保物件差入書を添えて甲に提出するものとする。 
５ 乙は、担保物件が支払保証手形又は定期預金証書であるときは、担保物件差入書に 

 記載する銀行等に保護預けをし、その銀行の保護預かり証に担保物件差入書を添えて 

 甲に提出するものとする。 
   ただし、保護預りその他担保物件に関する取扱については、甲の指示に従うものと 

 し、保護預り手数料を必要とする場合は乙の負担とする。 
６ 乙は、担保提供期限を経過しても担保を提供しないときは、期限満了の日の翌日か 

 ら提供日までの日数につき、指定金額に対し年１４．６パーセントの割合で算出した 

 金額を違約金として、甲が発行する納入告知書により納付期限までに納付しなければ 

 ならない。 
７ 甲は、第 15 条第１項の販売代金の納付について、乙が別段の意思を表示しないとき 

  は、納付期限の前に納入告知書を手形保護預かり取扱銀行に回付し、納付期限までに 

 納入の手続きを代行させるものとする。 
  乙は、政府保管有価証券取扱主任官の発行した担保物件受取受領書を手形保護預り 

 取扱銀行に提出し、引き換えに納入告知書による領収書と手形に残額があるときはそ 

 の残額を受領するものとする。 
  ただし、乙が、販売代金を現金により納付する旨の意思表示をしたときにおいて、 

 乙が第 15 条第２項の納付期限までに甲の発行する納入告知書により納付した場合は、 

 甲は代金の納入確認後において第１項の担保物件を乙に返還するものとする。 
 
（委託物品の引渡し） 
第 17 条 乙は、第 15 条の規定により販売代金を納付し、又は前条の規定により担保を 

提供した後でなければ、委託物品を買受人に引き渡すことができない。 
  ただし、乙が第 16 条第２項の規定により概算で担保を提供している場合は、同項の 

 不足額の担保を提供する以前であっても、提供済担保額の範囲内の委託物品について 

 は買受人に引渡しをすることができる。 
 
（販売できなかった場合の処理） 
第 18 条 乙は、委託物品の全部又は一部を乙の責に帰することができない事由により、 

 最低販売価格以上で販売することができなかったときは、その旨を甲に通知し、その 

 指示を求めなければならない。 
２ 乙は、甲から返付の指示を受けた場合は、委託物品返付書（様式５）を提出し、甲 

の指示に従わなければならない。  
 
（帳簿等の備付及び検査） 
第 19 条 乙は、委託物品の取引出納を明らかにした帳簿その他の関係書類を備え付け、 

 これを整理しておかなければならない。 
２ 甲又はその指定職員は、この契約の履行に関して必要あるときは、乙から必要事項 

 の報告を徴し、又は前項の帳簿その他必要な関係書類を検査することができるものと 

 し、乙はこれを拒むことができない。 



（営業停止の措置） 
第 20 条 乙は、この契約の履行に必要な営業を営まなくなったときは、すみやかにその 

 旨を甲に通知しなければならない。 

 
（契約の解除） 
第 21 条 次の各号の一に該当するときは、甲はこの契約の全部又は一部を解除すること 

 ができる。 
(1) 乙が正当な理由がなく契約の全部若しくは一部を履行せず、又は履行の見込みが 

 ないとき及び乙がこの契約の条件に違反したとき。 
(2) 乙が「国有林野の産物販売委託規程」（昭和３５年９月１０日付け農林省告示第 

８６９号。以下「規程」という。）第４条に掲げる要件を欠くに至ったとき。 
  (3) 乙がこの契約の履行について不正行為をしたと甲が認めたとき。 
 (4) 乙が正当な理由なくこの契約の解除を申し出たとき。 
２ 乙は、前項により契約を解除された時は、違約金として、消費税込みの販売代金又 

 は消費税込みの販売見込代金として甲の定める額の１００分の１０に相当する金額を 

 甲に支払わなければならない。 
３ 乙は、契約解除に伴う損害の全部を前項の違約金で償うことができないときは、甲 

 に対し、その不足額を賠償金として支払わなければならない。 
４ 第２項の違約金及び前項の賠償金の履行遅滞に係る延滞金は年率２．５％とする。 
５ 乙は、第１項により契約を解除されたときは、甲の指示により乙の負担において次 

 に掲げる措置をとらなければならない。 
 (1) 販売未済の委託物品を甲に返還するまで保管すること。 
 (2) 販売未済の委託物品を甲の指示する場所に移送すること。 
 
（特殊の事由による契約の解除） 
第 22 条 法令の規定により、又は公用、公共用若しくは公益事業の用に供するためその 

 他やむを得ない事由により、この契約を履行することができないときは、甲又は乙は、 

 それぞれ相手方に対し、その履行することができない部分につき契約を解除すること 

 ができる。 
２ 前項により契約を解除された甲又は乙は、それぞれ相手方に対し、その損害の賠償 

 を請求することができない。 
３ 前条第５項の規定は、本条により契約を解除された場合に準用する。ただし、同項 

 各号に掲げる措置をとるのに必要な費用は、甲の負担とする。 
 
（相殺） 
第 23 条 甲は、第 21 条第２項又は第３項の規定により、乙から甲に支払うべき債務が 

生じたときは、手数料等と相殺することができる。 
  この場合、乙の債務が甲の支払うべき手数料等を超えるときは、乙はその超える金 

 額について甲の指示するところにより納付しなければならない。 
 
（表示） 
第 24 条 乙は、甲から委託された物品を販売する場合は、森林管理署名、森林管理署支 

 署名又は森林管理事務所名を表示しなければならない。 
 



（契約外の事項） 
第 25 条 この約款に定めのない事項については、規程の定めによるほか、必要に応じ甲 

 ・乙協議して定めるものとする。 
 



様式１ 
（第２号様式） 
 

産 物 交 付 通 知 書 
 
    受 託 機 関 
    代 表 者                   殿 
 
 
                                                 森林管理署長（支署長・森林管理事務所長） 
 
 
 令和 年 月 日締結の委託販売に係る産物（第   回分）を下記のとおり交付します。  
 なお、産物の受領後、直ちに受領書を提出して下さい。 
 

記 

 交 付 年 月 日  
 発 送 年 月 日  

 

 交 付 場 所 
 
 
 

輸 送 の 方 法 （トラック又は貨車の番号） 

 立会職員の氏名 
 
 
 

発      地  
 

 摘            要 
 
 
 

着      地  
 

産物の品目 椪番号 樹 種 
内      容 

備 考 
材  種 長  級 径  級 本  数 材  積 

         
 

         
 

         
 

         
 

  （注）「内容」は、産物の品目により適宜に変更して使用すること。 
 

様式２ 
産 物 受 領 書 

 
 令和  年  月  日付け  第   号をもって交付された上記産物を受領しました。  
 
                                                                  年  月  日 

 
  森林管理署長（支署長・森林管理事務所長） 殿 
 
                                                受 託 機 関 
                                                代表者氏名                          



受 託 機 関
代表者氏名

を下記のとおり提出します。

産物の品目 輸送の方法

 総額
C＝(1+消費税率)B

 単価
D = C÷A

氏       名

1. 買受人への引渡時期

2. 販売の概要

3. 販売目的区分

￥ (イ） (ﾛ)=(ｲ)×消費税率 (ﾊ)=(ｲ)+(ﾛ)

円 円 円 円 円

円 円 円 円

   

請 求 者 円 円 円 円

住 所

氏 名

計 ― ― ―

（注）１．輸送区間の山元、最終は該当地点を○で囲むこと。 ２．仕訳区分は、最低販売価格の指定の単位ごとに区分すること。

販売予定(実施)月日

様式３・様式４

販  売  実  施  計  画  書
販  売  結  果  報  告  書

受付

　　　　　　　　年　　月　　日

森林管理署長（支署長・森林管理事務所長）　　殿

令和    年    月     日付け     第         号（第      回分）をもって交付された産物の
販 売 実 施 計 画 書
販 売 結 果 報 告 書

　　   年   月   日 販売を行う（行った）市場の名称

仕訳
区分

椪
番号

樹種
(材種)

長級 径級
せ り 又
は 入 札
の 別

買        受         人
備         考

 住                     所   

トラック区間（　　　　　山元･最終～　　　　　）距離          km

消費税抜き
の販売価格

B

消費税込みの販売価格
本 数 品等

材  積
A

      支  払  請  求  書 内                                   訳

樹　種
消費税抜きの
最低販売価格

（指値）

消費税込みの
最低販売価格

　　　　    年    月    日

種　目
数量

(消費税抜き
の販売額)

単   位 単   価
金   額

消費税
左記の金額の

％
金   額

上記の金額を支払われたく請求します。
手数料

消費税抜きの
販 売 額 の ％

円

森林管理署長（支署長・森林管理事務所長）殿
椪積料

消費税抜きの
立方米当たり

輸送費
消費税抜きの
立方米当たり

  



 
様式５ 

 
                                     年  月  日  
 
 

森林管理署長（支署長・森林管理事務所長） 殿 
 
 
 
                                                        受 託 機 関 
                                                        代表者氏名                     
 
 

委 託 物 品 返 付 書 
 
 
  令和  年  月  日付け  第   号をもって交付された委託物品について、下記のとおり 
 最低販売価格以上で販売することができなかったので返付します。 
 

産 物 の 品 目  

備  考 

仕 訳 区 分 椪番号 
内      容 

樹  種 材  種 長  級 径  級 本  数 材  積 

        
 
 
 

        
 
 
 

        
 
 
 

        
 
 
 

        
 
 
 

        
 
 
 

        
 
 
 

        
 
 
 

 



 
土場活用委託販売契約約款 

 
（信義誠実の義務） 
第１条 委託人（以下「甲」という。）と受託人（以下「乙」という。）は、信義に従い 

 誠実に契約を履行しなければならない。 
 
（乙の仕事の内容） 
第２条  乙は、甲の土場において契約による販売委託に係る素材（以下「委託物品」と 

 いう。）の交付を受け、甲が形成した椪の状態を維持したままで、乙の経営する市場 

 （以下「市場」という。）において入札売りにより販売し、かつ、その代金を甲の指示 

 に従って国に納付するものとする。 
２ 乙は、前項の業務を実施するに当たっては、公正にして誠実に行い、甲の不利益と 

 ならないように努めなければならない。 
３ 乙は、交付を受けた委託物品について、委託販売契約書に定める販売委託期間内に 

 販売を完了するように努めなければならない。 
４ 乙は、この契約に定める販売内容が、当該市場における通常の販売内容と異なると 

 きは、あらかじめ入札売りに参加しようとする者にその旨を明らかにしておかなけれ 

 ばならない。 
 
（代理人の通知） 
第３条 乙は、新たに代理人を選任したときは、遅滞なくその旨及び代理権の内容を甲 

 に書面をもって届け出なければならない。代理人の変更若しくは消滅があったときも 

 同様とする。 
２ 乙は、前項の届出を怠ったため甲に損害を与えたときは、その損害について責任を 

 負わなければならない。 
３ 乙又はその代理人は、この契約の円滑な遂行を図るため常に甲及び甲の指定する職 

 員（以下「指定職員」という。）と連絡を密にしなければならない。 
 
（権利義務の譲渡） 
第４条  乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ 

 てはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 
 
（委託物品の交付） 
第５条  甲は、当該委託物品の交付の日時、その他交付に関し必要な事項を乙と協議して 

定めるものとする。また、交付するときは、乙の立会いを求めて、委託物品の交付を行 

うものとする。 
２ 甲は、委託物品を乙に交付しようとするときは、産物交付通知書（様式１）を送付 

 して行うものとする。 
３ 乙は、甲から委託物品の交付を受けたときは、遅滞なく産物受領書（様式２）を提 

 出しなければならない。 
 
（委託物品の変更等） 
第６条  委託物品の種類又は数量について、契約の際の予定数量と確定した交付数量に 

Administrator
テキストボックス
（別添２）



 差異があっても、乙は異議を申し立てないものとする。 

 
（保管の責任） 
第７条  乙は、委託物品の交付を受けてから販売を完了するまでの間は、当該物品の保 

 管に関する一切の責任を負わなければならない。 
２ 乙は、保管中の委託物品について亡失若しくはき損等の事故が発生したとき又はそ 

 のおそれがあるときは、最善の措置を講ずるとともに、遅滞なく甲に届け出てその指 

 示を求めなければならない。 
３ 乙は、委託物品の亡失又はき損等により甲に損害を与えたときは、委託物品の保管 

 に関して善良な管理者の注意を怠らなかったことを証明しない限り、その損害額を賠 

 償しなければならない。 
４ 前項の損害額は、甲において査定のうえ決定するものとする。 
 
（椪積の変更） 
第８条 乙は、委託物品の交付を受けてから当該物品の巻替えをやむを得ず行う場合は、 

 甲の同意を得なければならない。 
 
（委託物品の付保） 
第９条  乙は、甲を被保険者又は被共済者とする保険又は共済に委託物品を付さなけれ 

 ばならない。ただし、森林管理署長等においてその必要がないと認める場合には、こ 

 の限りでない。 
 
（販売実施計画書の提出） 
第 10 条  販売実施計画書については、原則提出の必要はない。 

ただし、乙は、甲の指示があった時は、当該物品を販売しようとする日の３日前までに 

 （特別の事情がある場合は、甲の指定する日までに）販売実施計画書（様式３）を甲 

 に提出しなければならない。 
 
（入札売りの方法等） 
第 11 条  乙は、次の方法により委託物品の入札売りを行わなければならない。 

    (1) 乙は、甲の指定する顧客に入札案内書を送付すること。 
   なお、甲が指定した者以外の者に送付することを妨げない。 

    (2) 入札は投函方式とし、郵便入札を認めること。 
    (3) 不落となった委託物品については、再度の入札を行うこと。 
   (4）入札結果は、公表すること。 

 
（最低販売価格） 
第 12 条  乙は、委託物品を入札売りに付するときは、椪毎に甲の指定する消費税抜きの 

 最低販売価格以上で販売しなければならない。 
２ 甲は、乙に対し最低販売価格調書を送付することにより、前項の最低販売価格を指 

 定するものとし、乙は、甲から送付されてきた最低販売価格調書を販売直前に開封し 

 なければならない。 
３  乙は、甲から指定された最低販売価格を他に漏洩してはならない。 
４ 乙は、甲の了解があるまでの間は、入札売りの入札書を保管しなければならない。 



（所有権の移転） 
第 13 条 委託物品の所有権は、入札売りにおける競落の決定のときに競落した落札者 

 （以下「買受人」という。）へ移転するものとする。 
２ 乙は、前項の所有権の移転の時期を入札売りに参加しようとする者にあらかじめ周 

 知させなければならない。 
 
（販売結果報告書の提出） 
第 14 条 乙は、委託物品の販売が完了したときは、販売した日から７日以内に販売結果 

 報告書（様式４）を甲に提出しなければならない。 
２ 販売結果報告書には、販売を行った日時、場所、委託物品の椪毎の販売代金、販売 

 の状況及び結果を記載しなければならない。 
 
（販売委託事務に要する経費負担） 
第 15 条 甲は、乙に対し販売手数料及びこれにかかる消費税（以下「手数料等」という。） 

を負担するものとし、その他の経費は乙の負担とする。 
２ 乙は、この契約に係わる業務を処理するにあたり、自己に過失なくして損害があっ 

 たときであっても、甲にその賠償額を請求することはできないものとする。 
 
（手数料等の支払い） 
第 16 条 委託物品の消費税込みの販売代金と手数料等とは、これを相殺するものと 

する。 
２ 乙は、第 14 条に規定する販売結果報告書の提出に併せて、手数料等の請求書を提出 

 するものとする。 
 
（販売代金の納付） 
第 17 条 乙は、消費税込みの販売代金から手数料等の額を控除した金額（以下本条第２ 

 項から第 19 条までにおいて単に「販売代金」という。）について、甲の発行する納入 

告知書により納付期限までに納付しなければならない。 
２ 販売代金の納付期限は、委託物品の販売が行われた日から起算して３０日以内で甲 

 が定める日とする。 
３ 乙は、前項の納付期限までに納付しないときは、納付期限満了の日の翌日から納付 

 の日までの日数につき、販売代金に対して年１４．６％の割合で計算した延滞違約金 

 を国に納付しなければならない。 
 
（担保の提供） 
第 18 条 乙は、委託物品の入札売りが行われた日から起算して１５日以内で、かつ、乙 

 が買受人に委託物品を引き渡す以前に、販売代金に相当する金額及び担保権の行使に 

 必要な費用の額の合計額以上で甲が別途指定する金額（以下「指定金額」という。）に 

 相当する担保を提供しなければならない。 
   ただし、当該担保の提供期限までに第 17 条の規定により販売代金を納付した場合は、 

 この限りでない。 
２ 乙は、前項の担保を、入札売日前に最低販売価格総額を勘案して、あらかじめ概算 

 で提供することができる。委託物品の入札売りの結果、概算で提供した担保の額が指 

 定金額に満たない時は、当該不足額の担保を前項に規定するところにより提供しなけ 



 ればならない。 
３ 担保の種類は、次のとおりとする。 
  (1) 国債 
  (2) 地方債 
  (3) 金融債（長期信用銀行法（昭和 27 年法律第 187 号)に規定する銀行、農林中央金庫 

  又は商工組合中央金庫の発行する債券） 
 (4) 手形交換所加入銀行、農林水産大臣が確実と認める銀行若しくは信用金庫（農林 

  大臣が確実と認める信用金庫の指定について（昭和 36 年７月 27 日付け 36 林野経第 

 2372 号)により指定された銀行若しくは信用金庫をいう。）、農林中央金庫、商工組 

合中央金庫又は都道府県信用農業協同組合連合会(以下「金融機関」と総称する。） 

の支払保証に係る手形 
 (5) 金融機関に対する定期預金債券 
４ 乙は、指定金額に相当する担保物件差入証を添えて甲に提出するものとする。 
５ 乙は、担保物件が支払保証手形又は定期預金証書であるときは、担保物件差入書に 

 記載する銀行等に保護預けをし、その銀行の保護預かり証に担保物件差入書を添えて 

 甲に提出するものとする。 
   ただし、保護預りその他担保物件に関する取扱については、甲の指示に従うものと 

 し、保護預り手数料を必要とする場合は乙の負担とする。 
６ 乙は、担保提供期限を経過しても担保を提供しないときは、期限満了の日の翌日か 

 ら提供日までの日数につき、指定金額に対し年１４．６パーセントの割合で算出した 

 金額を違約金として、甲が発行する納入告知書により納付期限までに納付しなければ 

 ならない。 
７ 甲は、第 17 条第１項の販売代金の納付について、乙が別段の意思を表示しないとき 

 は、納付期限の前に納入告知書を手形保護預かり取扱銀行に回付し、納付期限までに 

 納入の手続きを代行させるものとする。 
  乙は、政府保管有価証券取扱主任官の発行した担保物件受取受領書を手形保護預り 

 取扱銀行に提出し、引き換えに納入告知書による領収書と手形に残額があるときはそ 

 の残額を受領するものとする。 
  ただし、乙が、販売代金を現金により納付する旨の意思表示をしたときにおいて、 

 乙が第 17 条第２項の納付期限までに甲の発行する納入告知書により納付した場合は、 

 甲は代金の納入確認後において第１項の担保物件を乙に返還するものとする。 
 
（委託物品の引渡し） 
第 19 条 乙は、第 17 条の規定により販売代金を納付し、又は前条の規定により担保を提 

 供した後でなければ、委託物品を買受人に引き渡すことができない。 
  ただし、乙が第第 18 条第２項の規定により概算で担保を提供している場合は、同項 

 の不足額の担保を提供する以前であっても、提供済担保額の範囲内の委託物品につい 

 ては買受人に引渡しをすることができる。 
 
（引渡物件搬出済報告書の提出） 
第 20 条  乙は、委託物品の搬出が完了したときは、販売を行った日時、物件の所在地及 

 び委託物品の椪毎の引渡完了月日、搬出完了年月日を記載した引渡物件搬出済報告書 

 （様式５）を甲へ提出しなければならない。 
 



（販売できなかった場合の処理） 
第 21 条 乙は、委託物品の全部又は一部を乙の責に帰することができない事由により、 

 最低販売価格以上で販売することができなかったときは、その旨を甲に通知し、その 

 指示を求めなければならない。 
２ 乙は、甲から返付の指示を受けた場合は、委託物品返付書（様式６）を提出し、甲 

の指示に従わなければならない。 

 
（帳簿等の備付及び検査） 
第 22 条 乙は、委託物品の取引出納を明らかにした帳簿その他の関係書類を備え付け、 

 これを整理しておかなければならない。 
２ 甲又はその指定職員は、この契約の履行に関して必要あるときは、乙から必要事項 

 の報告を徴し、又は前項の帳簿その他必要な関係書類を検査することができるものと 

 し、乙はこれを拒むことができない。 
 
（営業廃止の措置） 
第 23 条 乙は、この契約の履行に必要な業務を営まなくなったときは、すみやかにその 

 旨を甲に通知しなければならない。 
 
（契約の解除） 
第 24 条 次の各号の一に該当するときは、甲はこの契約の全部又は一部を解除すること 

 ができる。 
 (1) 乙が正当な理由がなく契約の全部若しくは一部を履行せず、又は履行の見込みが 

  ないとき及び乙がこの契約の条件に違反したとき。 
 (2) 乙が「国有林野の産物販売委託規程」（昭和３５年９月１０日付け農林省告示第８ 

  ６９号。以下「規程」という。）第４条に掲げる要件を欠くに至ったとき。 
 (3) 乙がこの契約の履行について不正行為をしたと甲が認めたとき。 
 (4) 乙が正当な理由がなくこの契約の解除を申し出たとき。 
２ 乙は、前項により契約を解除された時は、違約金として、消費税込みの販売代金又 

 は消費税込みの販売見込代金として甲の定める額の１００分の１０に相当する金額を 

 甲に支払わなければならない。 
３ 乙は、契約解除に伴う損害の全部を前項の違約金で償うことができないときは、甲 

 に対し、その不足額を賠償金として支払わなければならない。 
４ 第２項の違約金及び前項の賠償金の履行遅滞に係る延滞金は年率２．５％とする。 
５ 乙は、第１項により契約を解除されたときは、甲の指示により乙の負担において、 

 販売未済の委託物品を甲に返還するまで保管しなければならない。 
 
（特殊の事由による契約の解除） 
第 25 条 法令の規定により、又は公用、公共用若しくは公益事業の用に供するためその 

 他やむを得ない事由により、この契約を履行することができないときは、甲又は乙は、 

 それぞれ相手方に対し、その履行することができない部分につき、契約を解除するこ 

 とができる。 
２ 前項により契約を解除された甲又は乙は、それぞれ相手方に対し、その損害の賠償 

 を請求することができない。 
３ 前条第５項の規定は、本条により契約を解除された場合に準用する。ただし、同項 



 各号に掲げる措置をとるのに必要な費用は、甲の負担とする。 
 
（相殺） 
第 26 条 甲は、第 24 条第２項又は第３項の規定により、乙から甲に支払うべき債務が生 

 じたときは、手数料等と相殺することができる。 
  この場合、乙の債務が甲の支払うべき手数料等を超えるときは、乙はその超える金 

 額について甲の指示するところにより納付しなければならない。 
 
（契約外の事項） 
第 27 条 この約款に定めのない事項については、規程の定めによるほか、必要に応じ甲 

 ・乙協議して定めるものとする。 
 
 



様式１ 
（第２号様式） 
 

産 物 交 付 通 知 書 
 
    受 託 機 関 
    代 表 者                   殿 
 
 
                                                 森林管理署長（支署長・森林管理事務所長） 
 
 
 令和 年 月 日締結の委託販売に係る産物（第   回分）を下記のとおり交付します。  
 なお、産物の受領後、直ちに受領書を提出して下さい。 
 

記 

 交 付 年 月 日  
 発 送 年 月 日  

 交 付 場 所 
 
 
 

輸 送 の 方 法 （トラック又は貨車の番号） 

 立会職員の氏名 
 
 
 

発      地  

 摘            要 
 
 
 

着      地  

産物の品目 椪番号 樹 種 
内      容 

備 考 
材  種 長  級 径  級 本  数 材  積 

         
 

         
 

         
 

         
 

  （注）「内容」は、産物の品目により適宜に変更して使用すること。 
 

様式２ 
産 物 受 領 書 

 
 令和  年  月  日付け  第   号をもって交付された上記産物を受領しました。  
 
                                                                  年  月  日 

 
  森林管理署長（支署長・森林管理事務所長） 殿 
 
                                                受 託 機 関 
                                                代表者氏名                          

 



受 託 機 関
代表者氏名

を下記のとおり提出します。

産物の品目 輸送の方法

 総額
C＝(1+消費税率)B

 単価
D = C÷A

氏       名

1. 買受人への引渡時期

2. 販売の概要

3. 販売目的区分

￥ (イ） (ﾛ)=(ｲ)×消費税率 (ﾊ)=(ｲ)+(ﾛ)

円 円 円 円 円

円 円 円 円

   

請 求 者 円 円 円 円

住 所

氏 名

計 ― ― ―

（注）１．輸送区間の山元、最終は該当地点を○で囲むこと。 ２．仕訳区分は、最低販売価格の指定の単位ごとに区分すること。

販売予定(実施)月日

様式３・様式４

販  売  実  施  計  画  書
販  売  結  果  報  告  書

受付

　　　　　　　　年　　月　　日

森林管理署長（支署長・森林管理事務所長）　　殿

令和    年    月     日付け     第         号（第      回分）をもって交付された産物の
販 売 実 施 計 画 書
販 売 結 果 報 告 書

仕訳
区分

椪
番号

樹種
(材種)

長級 径級
せ り 又
は 入 札
の 別

　　   年   月   日 販売を行う（行った）市場の名称

買        受         人
備         考

 住                     所   

トラック区間（　　　　　山元･最終～　　　　　）距離          km

消費税抜き
の販売価格

B

消費税込みの販売価格
本 数 品等

材  積
A

      支  払  請  求  書 内                                   訳

樹　種
消費税抜きの
最低販売価格

（指値）

消費税込みの
最低販売価格

　　　　    年    月    日

種　目
数量

(消費税抜き
の販売額)

単   位 単   価
金   額

消費税
左記の金額の

％
金   額

上記の金額を支払われたく請求します。
手数料

消費税抜きの
販 売 額 の ％

円

森林管理署長（支署長・森林管理事務所長）殿

  



様式５ 
 
                                                                      年  月  日 
 
    森林管理署長 殿 
 
 
                                                         受 託 機 関 
 
                                                         代表者氏名                     
 
 
 

引渡物件搬出済報告書 
 
 令和  年  月  日付け  第  号をもって交付を受けた産物委託契約に係る産物については、下記の

とおり買受人に引渡しのうえ、搬出が完了したので報告します。 
 

記 
 

物 件 

所在地 

仕 訳 

区 分 

椪 

番号 

物 件 内 容 買  受  人 
引渡完了 

年 月 日 

搬出完了 

年 月 日 
備考 

樹 種 
本数 

（本） 

材 積 

(m3) 
住  所 氏 名 

           
 

           
 

           
 

           
 

           
 

           
 

           
 

           
 

           
 

           
 

           
 

           
 

 



様式６ 
 
                                     年  月  日  
 
 

森林管理署長（支署長・森林管理事務所長） 殿 
 
 
 
                                                        受 託 機 関 
                                                        代表者氏名                     
 
 

委 託 物 品 返 付 書 
 
 
  令和  年  月  日付け  第   号をもって交付された委託物品について、下記のとおり 
 最低販売価格以上で販売することができなかったので返付します。 
 

産 物 の 品 目  

備  考 
仕 訳 区 分 椪番号 

内      容 

樹  種 材  種 長  級 径  級 本  数 材  積 

        
 
 
 

        
 
 
 

        
 
 
 

        
 
 
 

        
 
 
 

        
 
 
 

        
 
 
 

        
 
 
 

 


